
 

 

 

 

 

 

守山市教育委員会会議録 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年第４回定例会 

（令和７年４月 22 日） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守山市教育委員会 



- 1 - 

 

令和７年第４回守山市教育委員会（定例会）会議録 

 

 

 

○ 日  時  令和７年４月 22 日（火） 

開会時刻 午後１時 40 分 

閉会時刻 午後３時 00 分 

 

○ 場  所  守山市役所２階 防災大会議室 

 

○ 出席委員等   教育長 辻󠄀 本 長 一 

          委 員 福 田 正 悟        委 員 𠮷 田 郁 雄                

 委 員 里 内   緑    委 員 髙 倉 直 子 

 

○ 説 明 員 

 教育部長        神 藤 高 敏   教育部理事        池 田  あづさ 

教育部次長       中 野  浩     教育部次長         吉 澤 有 里 

教育部次長       大 崎  寿     教育部次長         池 田 初 美 

教育総務課長       寺 畑  学   学校教育課長        岡 田 伊津子 

    こども政策課      木ノ切 由美子  保育幼稚園課長       井 口 暢 之 

  社会教育・文化振興課長 川 中 彰 彦  市民ホール整備室長  松 井 伸 吾 

スポーツ振興課長   野 洲 好 範  文化財保護課長    池 内 秀 明 

発達支援課長     上 村 絵 美  図書館長            西 村 克 子 

図書館副館長          佐 藤 志 歩  学校教育課参事      田 中 祐 樹 
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 （開会：午後１時 40 分） 

教育長 

 

 

 

 

教育部長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 只今、定足数に達しておりますから、これより令和７年第４回教育委

員会定例会を開会します。 

 会議に入る前に、４月１日付けの人事異動によりまして関係職員の異

動がありましたので、改めて教育部長から紹介をお願いします。 

 

 【教育部長が関係職員の紹介】 

 

 では、これより、本日の議事日程により進めます。 

 日程第１、「令和７年第３回教育委員会定例会会議録の承認について」

をご覧ください。こちらにつきまして、ご意見等はございませんか。 

 それでは、意見がございませんので、令和７年第３回教育委員会定例

会の会議録は、異議がないものとして、承認いたします。 

 次に、日程第２、「教育長の業務報告」を致します。 

 

 【教育長 業務報告】 

 

 只今の業務報告につきまして、ご質問等ございませんか。 

 ないようでありますので、これで教育長の業務報告を終ります。 

 これより、日程第３、「審議事項」に入ります。 

 それでは、まず議第 15 号「守山市教育委員会事務局組織規則の一部

を改正する規則の制定に係る臨時代理の承認について」の件を議題と致

します。議件について教育総務課長から提出議案の説明を求めます。 

 

 【教育総務課長が資料により説明】 

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 ないようでありますので、これで質疑を終わり、『採決』を致します。 

 お諮りします。議第 15 号については、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 次に、議第 16 号「守山市学校給食条例施行規則の一部を改正する規
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教育部次長 

（学校教育課等担当） 

 

教育長 

 

里内委員 

 

 

 

 

 

 

教育部次長 

（学校教育課等担当） 

 

 

 

 

 

 

 

𠮷田委員 

 

 

 

教育部次長 

（学校教育課等担当） 

 

 

 

𠮷田委員 

 

教育部次長 

則の制定に係る臨時代理の承認について」の件を議題と致します。議件

について保健給食課長から提出議案の説明を求めます。 

 

 【教育部次長が資料により説明】 

  

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 

 給食費の据え置き期間は令和７年度の１年間ということですが、令和

８年度の給食費については令和７年度中に検討されるということでよ

ろしいですか。 

 米の価格高騰により大阪府の交野市が米飯の回数を減らして給食提

供すると報道されていましたが、今後も米の値段が安定しない場合、当

市でも米飯の回数を減らすことは検討されますか。 

 

 国の物価高騰対策交付金を活用して本年度の給食費は据え置きとし

ておりますので、次年度以降も国の動向を注視しながら検討していきた

いと思います。 

 また、米飯の回数につきましても、昨年度途中で物価が急騰した際、

物価上昇率を計算して給食費を改定いたしましたので、当面は変更する

予定はございません。児童生徒はバリエーション豊かな食を好んでおり

ますので、できる限り米飯、パン、麺の提供頻度を維持していきたいと

思っております。 

  

 国の物価高騰対策交付金について、今年度は３月末までに予算が成立

しましたけれども、今後政治状況によっては４月以降でも決まらない可

能性もあるということですよね。 

 

 今回は年始に交付金に関する情報が入ってきましたので入学説明会

等でも保護者等に周知することができ、混乱は少なかったと思います

が、今後も同じ時期に決まるとは限りませんので、国の動向を注視しな

がら状況に合わせた対応をしていくことになります。 

  

 ４月以降でも交付金が決定しない場合、どうなるのですか。 

 

 ４月当初は据え置きなしの改定後の額で請求となり、交付金が決定し
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（学校教育課等担当） 

 

𠮷田委員 

 

 

 

教育部専門員 

 

 

 

 

 

𠮷田委員 

 

 

 

教育部専門員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

社会教育・文化

たら年度途中で給食費を変更する可能性もあります。 

 

 その場合、保護者に対して返金などの調整が必要であれば、交付金の

額に応じて給食費を一部減額や全額減額など様々なパターンを想定し

ておくべきだと考えます。 

  

国の交付金に係る情報はいつ入るかは不明ですので、来年度につきま

しては基本的に改定後の給食費と考えていただいていただきたいと思

います。加えて、国の物価高騰対策交付金は給食費以外にも充当できま

すので市の財政部局と調整し、市の全体予算としてバランスを見据えて

給食費に充当しない可能性もあるというのが実情です。 

 

 つまり国の補正予算の状況によって、市の予算編成を考えるというこ

とですね。ではこの案件は２月または３月の会議に諮るべきではなかっ

たでしょうか。 

 

 まず、10 月定例会で改定にかかる規則改正のご審議をいただき、２

月定例会で当初予算編成時に据え置きについて説明をさせていただき

ました。今回はそれに関わる規則改正を専決でお願いしているものでご

ざいます。 

 

 他にございませんか。 

 ないようでありますので、これで質疑を終わり、『採決』を致します。 

 お諮りします。議第 16 号については、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 次に、議第 17 号「守山市公民館の管理および運営に関する規則の一

部を改正する規則の制定に係る臨時代理の承認について」の件を議題と

致します。議件について、社会教育・文化振興課長から提出議案の説明

を求めます。 

 

 【社会教育・文化振興課長が資料により説明】 
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振興課長 

教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

社会教育・文化

振興課長 

 

教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

𠮷田委員 

 

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 ないようでありますので、これで質疑を終わり、『採決』を致します。 

 お諮りします。議第 17 号については、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 次に、議第 18 号「守山市社会教育委員および守山市公民館運営審議

会委員の委嘱に係る臨時代理の承認について」の件を議題と致します。

議件について、社会教育・文化振興課長から提出議案の説明を求めます。 

 

 【社会教育・文化振興課長が資料により説明】 

 

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 ないようでありますので、これで質疑を終わり、『採決』を致します。 

 お諮りします。議第 18 号については、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 次に、議第 19 号「守山ラーケーションの日実施に係る臨時代理の承

認について」の件を議題と致します。議件について、学校教育課長から

提出議案の説明を求めます。 

 

 【学校教育課長が資料により説明】 

 

 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

  

 今年度はわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポが開催されますので、市

内でも開かれる競技がいくつかあると思いますが、小中学校の児童生徒
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学校教育課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

髙倉委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

髙倉委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

が観戦に行くことは今年度ないと考えてよろしいか。 

 

 折角の機会ですので、観戦に行きたいという声があがっており複数校

は観戦予定をしております。それ以外で平日に保護者等と観戦に行きた

い場合については、このラーケーションの日を活用していただけると考

えております。 

 

 学校ごとに種目・学年を決めて観戦をする予定をしておりますが、全

ての学校が観戦できるという状況ではありませんでした。他の競技も県

内で実施されておりますので、様々な形で観戦をする機会を増やせれば

良いと考えています。 

  

 今年度は大阪・関西万博と国スポ・障スポだけが対象で、来年度以降

の運用はこの様なイベントを目的とせず、家族と過ごす時間を増やすと

いう流れになるということですか。 

 

 おっしゃるように令和７年度につきましては、大阪・関西万博と国ス

ポ・障スポに限り実施させていただきます。 

 令和８年度につきましては、児童生徒が保護者等と触れ合う機会の充

実や自主的な体験活動でどういうことができるのかと考えながら整理

をしたいと考えています。 

  

 県内では既に長浜市で実施されておりますし、愛知県では県内全体で

実際取り組まれています。今年度の子どもたちの取得状況も確認しなが

ら、様々な立場の方のご意見をお聞きして、来年度の取組を決めていき

たいと考えています。 

 

 今年度の取得率が何割超で来年度も継続実施するなど基準を決めて

いますか。 

 

 現段階で基準は定めていません。児童生徒は実施日の１週間前にどん

な学びにしたいかという内容をラーケーションカードに書いて学校に

提出して、終了後に保護者等と一緒に報告書を提出する流れになってお

りますので、学びの現状を見て今後どうするか考えていきたいと思いま

す。 
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教育長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

福田委員 

 

学校教育課長 

 

福田委員 

 

学校教育課参事 

 

 

 

福田委員 

 他にございませんか。 

 では、ないようでございますので、これで質疑を終わり、採決を致し

ます。 

 お諮りします。議第 19 号については、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 これで審議事項を終ります。 

 引き続きまして、日程第４、「報告事項」に移ります。 

 まず、「守山市フリースクール等利用児童生徒支援助成金交付要綱の

改正について」を学校教育課長から説明を求めます。 

 

 【学校教育課長が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 ないようでありますので、次に、「守山市中学生海外派遣事業補助金

交付要綱の改正について」を、学校教育課長から説明を求めます。 

 

 【学校教育課長が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 

 補助金額の上限は変更なしで、制度を延長するということですか。 

 

 はい。 

 

 ３年に１回の見直しというのは何か基準があるのですか。 

 

 一般的に補助金の要綱に対する検証期間は３年と定められておりま

して、今回はこの要綱の見直しの時期になりましたので、検討の結果、

引き続き実施する事業として整理させていただきました。 

 

 為替の変動が激しい時勢ですので検証期間を短くすることや補助金
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教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

髙倉委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

髙倉委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

髙倉委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育長 

額の引き上げなども検討してもいいと思いますので、見直し方法を今後

検討いただきたいと思います。 

 

 ご意見として伺います。 

 他にご質問等ございませんか。 

 ないようでありますので、次に、「守山市通級指導教室の設置および

運営に関する要綱の改正について」を学校教育課長から説明を求めま

す。 

 

 【学校教育課長が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 

 河西小学校に新設された理由は何ですか。 

 

 以前、河西小学校に通級指導教室は設置されていましたが、学校の大

規模化により玉津小学校に移転することになりました。河西小学校は

1,000 人規模の学校ですし、読み書きに困難さを持つ児童や、コミュニ

ケーションの課題に支援が必要な児童もおりますので、河西小学校にも

再度、通級指導教室を設置したいと県に申請を上げたところ人員配置を

していただいたため、今回の開設に至りました。 

 

 通級指導教室に通う児童は増えていますか。 

 

 通級指導教室に通う児童や希望する児童は増加傾向にあります。 

 指導者が少なく十分にニーズに応えることができなかったため、今回

の開設によって改善が見込めるのではと考えています。 

  

 教室数が２つに増加すれば、受入数が２倍になるということではない

のですか。 

 

 通級指導教室は市内の９小学校のうち、今回で７校目となっておりま

す。将来的には増加する可能性もありますが、小学校につきましては９

校を７人の指導者が担当するため、充実していると考えます。 

  

 他にございませんか。 
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学校教育課長 

 

教育長 

 

里内委員 

 

学校教育課長 

 

𠮷田委員 

 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

 

保育幼稚園課長 

 

教育長 

 

髙倉委員 

 

 

 

保育幼稚園課長 

 

 

 

髙倉委員 

 

 ないようでありますので、次に「守山市いじめ問題等対策連絡協議会

委員の委嘱および任命について」を、学校教育課長から説明を求めます。 

 

 【学校教育課長が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

  

 この協議会は年間何回開催されますか。 

 

 年１回です。 

 

 以前の会議で委員任期は最長 12 年とお聞きしましたが、14 番目の学

識経験者は６期 12 年目ということですので今回が目途ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

 はい。 

   

 他にございませんか。 

 ないようでありますので、次に、「令和７年度幼稚園・保育園・こど

も園・地域型の就園状況について」を、保育幼稚園課長から説明を求め

ます。 

 

 【保育幼稚園課長が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 

 ３歳児から５歳児は保育園又は幼稚園に通っているもと考えており

ましたが、就園字数が 100％ではないということは、どこにも所属して

いない園児がいると考えてよろしいか。 

 

 こちらは市内認可園の就園児数となりますので、例えば市外の園や認

可外の保育園に行っておられる園児を含めますとおおむね 100％にな

ります。 

 

 給食開始により幼稚園の魅力をアピールすると聞いていましたが、そ

れでも幼稚園の就園率が減少している原因は何だと思いますか。 
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保育幼稚園課長 

 

 

 

 

 

里内委員 

 

 

保育幼稚園課長 

 

 

 

髙倉委員 

 

 

保育幼稚園課長 

 

 

 

 

 

 

里内委員 

 

 

保育幼稚園課長 

 

 

教育長 

 

 

 

社会教育・文化

振興課長 

 

 この春から給食を始めましたが、今回給食を始めた公立幼稚園の就園

者数が令和６年度は 455 人でした。令和７年度は 442 人と減少はして

いますが、新しく幼稚園に入園する３歳児だけを見れば、令和６年度は

128 名に対して、令和７年度は 150 名で、22 名増加となっております。

このことから、一定効果があったと考えております。 

 

 毎年、０歳児から２歳児の待機児童が発生していましたが、今年はい

かがでしょうか。 

 

 待機児童数については現在集計中で、正確な数字は申し上げられませ

んが、今年度も特に、１歳児、２歳児で待機児童が一定発生すると見込

んでいます。 

 

 就園児数について、小津こども園の長時部は定員 90名に対して計 151

名となっていますが、定員をオーバーしているということですか。 

 

 小津こども園の定員数は、現在、県に変更申請をしております。15 ペ

ージの就園児数の表をご覧いただきたいのですけれども、上段が短時部

になりまして、105 名の定員に対して 45 人が就園となっております。

下段が長時部になりまして、90 名の定員に対して 151 名が就園となっ

ております。合算したら定員内ですが、短時部と長時部で逆転している

ため今年度は是正していきたいと考えています。 

 

 こども園は長時部と短時部で調整しながら定員内に収めることがで

きますが、定員超過している吉身保育園は法律上問題ないのですか。 

 

 保育士や保育施設の確保ができていれば 1.2 倍までは定員を超えて

受け入れが可能となっております。 

 

 他にございませんか。 

 では、ないようでございますので、次に「守山市青少年問題協議会委

員の委嘱について」を、社会教育・文化振興課長から説明を求めます。 

 

 【社会教育・文化振興課長が資料により説明】 
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教育長 

 

 

 

 

スポーツ振興課長 

 

教育長 

 

𠮷田委員 

 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

福田委員 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

𠮷田委員 

 

スポーツ振興課長 

 

 

𠮷田委員 

 

 

スポーツ振興課長 

 

 

 

 

教育長 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 ないようでありますので、次に「守山市学校体育施設管理指導員の委

嘱等に関する要綱の改正について」を、スポーツ振興課長から説明を求

めます。 

 

 【スポーツ振興課長が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 

 管理指導員制度は今後も続くのですか。鍵の管理などセキュリティ面

で代替方法はありませんか。 

 

 学校施設利用者への鍵の管理方法として確かにスマートロックなど

検討はしておりますが、費用が高額ということもあり、現在の方法を継

続する予定です。 

 

 管理者が１名のみで、スペアキーはないのですか。 

 

 13 小中学校に１人ずつ合計 13 人の管理指導員がいて、それぞれ１つ

ずつ鍵の管理をお願いしています。それ以外は各学校に１つずつとスポ

ーツ振興課が管理しています。 

 

 管理指導員の報酬は発生していますか。 

 

 お１人当たり年間７万円の報償金を支払っています。 

 

 

 年間７万円で 13 校、年間およそ 90 万円必要となりますが、初期投資

やランニングコストを比較して検討をされていますか。 

 

 初期投資やランニングコストを含めると年間約 90 万円を上回りま

す。他市も同じような問題を抱えており、新しいシステムが開発されれ

ば乗り換えることも考えられますが、今のところ安価な方法がないとい

う現状です。 

 

 他にございませんか。 
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教育研究所長補佐 

 

教育長 

 

𠮷田委員 

 

教育研究所長補佐 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

図書館長 

 

教育長 

 

福田委員 

 

 

図書館長 

 

 

 

 

福田委員 

 

図書館長 

 

 ないようでありますので、次に「令和７年度教育研究所運営委員会委

員の委嘱について」を教育研究所長補佐から説明を求めます。 

 

 【教育研究所長補佐が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 

 この委員ついては、12 年など任期上限はないのですか。 

 

 他の委員と同様に委員任期は 12 年を目途と考えております。市民代

表の三品様が平成 30 年から８期目と最長であるのは、市民代表３名は

三品様の南中校区、村田様の明富中校区、そして岩井様の守山中校区と

校区のバランスが取れているのと、三品様につきましては、学校や地域

など様々な方面からご意見を伺うには最適ということで、引き続きお願

いしています。 

  

 他にございませんか。 

 ないようでありますので、次に「令和６年度守山市立図書館業務報告

について」を図書館長から説明を求めます。 

 

 【図書館長が資料により説明】 

 

 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。  

 

 障害者支援事業は主にどういう障害をお持ちの方々の利用が多かっ

たのですか。 

 

 公開朗読会、対面朗読会およびデイジーの郵送については、視覚障害

のある方の利用が多いです。公開朗読会についてはどなたでも参加して

いただけますので、朗読会終了後にみなさんで楽しく情報交換をされた

りしています。 

 

 養護学校との交流はありましたか。 

 

 今回、守山養護学校から依頼を受けまして、養護学校へ通っておられ

る方や保護者向けに図書館を紹介する動画作成の協力をさせていただ
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福田委員 

 

𠮷田委員 

 

 

図書館長 

 

 

 

 

𠮷田委員 

 

図書館長 

 

 

 

𠮷田委員 

 

 

 

 

図書館長 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

きました。動画は会員の方だけが見られるということで、その動画を見

て図書館へ来ていただくきっかけとなればと思っています。 

 

 是非、養護学校へもアピールをしていただきたいと思います。 

 

 図書館本館は最初雨漏りがあったかと思いますが、現在は問題ありま

せんか。 

 

 中の雨漏りではなく、軒の傾斜に水がたまる現象があったため１年点

検時に無償で修理していただきました。 

 落雷による不具合はありましたが、特段雨漏りで困っているというこ

とはありません。 

 

 落雷による修繕とありますが、避雷針はないのですか。 

 

 図書館ではなく、道を挟んだマンション前の電柱に落雷がありまし

た。その電柱から図書館に電気を引き込んでおり、その機器が落雷のシ

ョックで壊れたため停電し、修繕が必要となったのです。 

 

 外部からの防ぎようがない事象ですね。 

 今回の落雷については難しいですが、立派な施設ですので長期にわた

り維持できるよう雨漏りのチェックなど出来るだけ管理していただき

たいです。図書館本館の建築には木材を使っておれれますか。 

 

 外壁や内装には木材を使っていますが、加工処理済みの木材を使用し

ています。 

  

 他にございませんか。 

 ないようでありますので、事務局の方で、他に報告事項はございませ

んか。 

 

 ございません。 

 

 それでは、これで「報告事項」を終ります。 

 次に、日程第５、「その他事項」に移ります。 

 「寄付採納一覧について」、「令和７年度守山市学校（園）医・歯科医・
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髙倉委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

 

 

薬剤師一覧について」、「教育委員会関係行事等について」、「教育委員会

の日程等について」の説明は省略いたしますが、この件についてご質問

等ございませんか。 

 

 寄付採納一覧のティーボールセットとは何ですか。 

 

 こちらは少し高い棒の上に軽いボールを載せてバットで打つような、

まさしくティーに載せて打つというもので、主に小学校中学年から高学

年の児童の体育の授業やクラブ活動で活用されています。 

 

 他にございませんか。 

 ないようでありますので、事務局のほうで、その他、ございませんか。 

 

 ございません。 

 

 それでは、これでその他事項を終ります。 

 これをもちまして、本日の議事日程は全て終了致しました。 

 次回、５月の定例会は５月 29 日（木）午後１時 30 分から守山市役所

２階防災会議室にて開催をしますので、委員の皆様、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

 

 [閉会 午後３時 00 分］ 

 


